
① 栃木市地域公共交通運行実施計画の改定について 

 

 

栃木市地域公共交通運行実施計画改定の概要 

 

１. 改定の目的 

 

　　「栃木市地域公共交通運行実施計画」は、公共交通機関相互の連携を推進するととも

に、コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携を図りながら持続可能な公共

交通網を形成するため策定している「栃木市地域公共交通計画」を上位計画とし、地域

の実情にあった公共交通体系を構築するため、具体的な運行の実施方法を定めることを

目的に策定しています。 

　　今年度、「蔵タク・ふれあいバス乗継制度」の利用状況を確認したところ、乗り継ぎ利

用されておらず、期待していた効果が得られていないことから、制度の廃止を行うため、

栃木市地域公共交通運行実施計画の一部改定を行うものです。 

 

 

２. 主な改定内容 

 

（１）バス乗継拠点施設 

「３－２　蔵タク運行計画　（３）バス乗継拠点施設の設定」 

を削除 

（２）バス乗継拠点施設への送迎運賃 

「３－２　蔵タク運行計画　（５）運賃の設定【旅客運賃】 

・バス乗継拠点施設への送迎：１００円（乗車地区及び隣接地区内に限る）」 

を削除 

（３）その他（項目番号の繰り上がり） 

 

 

３. 改定日　　令和８年４月 
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